
別紙２ 

○ 作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領について（昭和５１年７月１５日付け基発第５２８号） 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 
● 本文 

改 正 後 現 行 
記 

 

２ 事業報告書については、１部提出させること。なお、別途本省

より、本報告書（写）の送付を求めることがあるので留意された

い。 

記 
 

２ 事業報告書については、２部提出させ、そのうち１部につい

ては、毎年４月１日から翌年３月３１日までに提出があったも

のを翌年４月末日までにまとめて本省へ送付すること。 

 
 
 
 
 
 



● 別紙 
 

現 行 改 正 後 


